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現 状 と 県 の 取 組 状 況 

 子ども家庭部（総合教育推進課） 

【現状、県の取組状況】 

１ 県は、私立中学校高等学校の運営費の一部を助成するほか、校舎の改修等施設整備に係る経費、ＩＣＴ教育推進に係る経費等の一部を助成

している。 

  ＜教育振興補助金＞ 

〇令和４年度私立高等学校教育振興補助金の交付実績 

    県補助金 1,704,192千円（生徒１人当たり448,472円） ［うち国費 247,834千円（国費割合 14.5％）］ 

〇令和４年度私立中学校教育振興補助金の交付実績 

    県補助金  154,657千円（生徒１人当たり454,874円） ［うち国費  22,092千円（国費割合 14.3％）］ 

    （参考）国の予算額（私立高等学校等経常費助成費補助金）の推移                                  

区 分 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

国予算額 1,021億円 1,017億円 1,010億円 1,020億円 1,020億円 

対前年比増減額 

(増減率) 

－ -４億円 

(-0.39％) 

-７億円 

(-0.68％) 

+10億円 

（+0.99%） 

－ 

 

＜施設整備費＞ 

区 分 国補助率 県補助率 学校負担 

改築 － 1/2 1/2 

大規模修繕 － 1/3 2/3 

防災機能強化（耐震改修） 1/3～1/2 1/6～1/3 1/3 

環境改善（空調設備、トイレ） 1/3 － 2/3 

     ※鳥取県内私立高等学校耐震化率（Ｒ５.４.１現在）100％ 

 

＜ＩＣＴ教育＞ 

ＩＣＴ教育のための環境整備については、国事業を活用したものに対して上乗せ補助するとともに、国事業の下限額に満たない事業につ

いて県単独で補助している。 

事業費区分 国補助率 県補助率 学校負担 

500万円以上4,000万円以下 1/2 1/4 1/4 

500万円未満 － 3/4 1/4 

（参考）国の予算額（私立高等学校等ＩＣＴ教育設備整備推進事業）Ｒ５当初14億円（Ｒ４当初13億円） 

執行部提出参考資料 
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２ 家庭の状況にかかわらず、すべての中学生、高校生が安心して勉学に打ち込める環境を作るため、就学支援金及び総合支援金を支給してい

る。 

＜高等学校等就学支援金（国）・鳥取県私立高等学校等総合支援金（単県）＞ 

  私立高等学校の年収約910万円未満の世帯の生徒に支給している。 

低所得世帯の負担軽減及び年収約590万円を境に生じる支援金額の格差是正のため、県独自で国の就学支援金制度に上乗せの支援を行ってい

る。 

年収区分（目安） 就学支援金（国） 総合支援金（単県） 

生活保護世帯 支給上限額396,000円 支給上限額86,400円 

非課税世帯 支給上限額396,000円 支給上限額43,200円 

590万円未満 支給上限額396,000円  

590万円以上700万円未満 支給上限額118,800円 支給上限額118,800円 

700万円以上800万円未満 支給上限額118,800円 支給上限額59,400円 

800万円以上910万円未満 支給上限額118,800円  

910万円以上 －  

 

＜鳥取県私立中学校就学支援金（単県）＞ 

  県独自で、私立高等学校への支援制度の基準に合わせて、私立中学校の生徒に支給している。 

 

３ 県及び全国知事会において、国への要望を行っている。 

 ＜鳥取県の要望（令和５年７月）＞ 

  義務教育段階にある私立中学校の生徒に対しても、私立高等学校と同等の就学支援金の支給制度を創設すること。 

＜全国知事会の要望（令和５年８月）＞ 

年収区分を境に逆転現象が生じる世帯への支援などの更なる支援の充実については、国の責任において確実に実施すること。 

 

 

 

 


